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土地の使用用途が変わった場合、登記はどうするの？

問
い
合
わ
せ

土地の現況または利用目的が自然的に変わってしまっ
た場合、または人為的に変更した場合等、登記されてい
る地目以外の地目となったため、登記簿上の地目を現況
の地目に符合させる登記が必要になります。
自然的に変わってしまった場合として、登記簿が畑と
なっている土地が耕作放棄等により畑より原野となった
時には、畑より原野へ地目変更登記が必要となります。
人為的変更としては、登記簿が宅地以外となっている土
地に、住宅を建てた場合には、宅地への地目変更登記が
必要となります。
地目変更登記は、土地の現況および利用目的に重点を
置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体
としての状況を観察します。不動産登記法では23種類

の地目を定めていますが、これ以外の地目は認められま
せん。また、1筆の土地に2種類以上の地目は認められま
せん。
その他にも、実際に変更した日付等を調査して決めら
れた様式の申請書により法務局へ登記申請をすることと
なります。
皆さまの大切な不動産の登記状況を把握し、地目変更
の原因・日付を調査し、法務局に、皆さまの代理人とな
り登記を申請できる専門家は土地家屋調査士だけです。
土地の地目変更かも・・・と思ったらお近くの土地家
屋調査士もしくは、札幌土地家屋調査士会にお問い合わ
せください。

昨
年
１１
月
か
ら
１
月
に
か
け
て
、
防

災
教
育
活
動
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
月
号
で

は
、
１２
月
中
旬
以
降
の
活
動
に
つ
い
て

ご
報
告
し
ま
す
。

１２
月
１２

１４
日
、
上
厚
真
小
学
校
高
学
年

の
放
課
後
子
ど
も
教
室
で
、
新
聞
紙
を

使
っ
た
防
災
ス
リ
ッ
パ
づ
く
り
を
行

い
ま
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ
わ
る

子
、
家
族
の
分
も
作
る
子
、
ス
リ
ッ
パ

の
後
に
他
の
工
作
を
始
め
る
子
な
ど
、

個
性
い
っ
ぱ
い
の
子
ど
も
達
の
姿
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め
て
、

元
気
に
遊
び
、
学
習
す
る
環
境
が
あ
る

厚
真
の
子
ど
も
達
を
う
ら
や
ま
し
く

思
い
ま
し
た
。

１２
月
１２

１６
日
に
は
、
厚
真
高
校
で
防
災

授
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
３
年
間
訪
問

し
て
い
る
と
「
今
年
の
１
年
生
は
こ
う

い
う
特
徴
が
あ
る
の
だ
な
」
と
い
う
学

年
の
カ
ラ
ー
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、

私
自
身
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

１
月
１１
日
に
は
、
厚
真
中
学
校
の
教

員
研
修
と
し
て
「
厚
真
町
版
Ｈ
Ｕ
Ｇ
」

を
使
用
し
、
中
学
校
が
避
難
所
に
な
っ

た
場
合
の
対
処
方
法
な
ど
に
つ
い
て

考
え
ま
し
た
。
初
め
て
体
験
さ
れ
る
先

生
ば
か
り
で
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
対

処
を
す
る
か
決
め
た
後
、
カ
ー
ド
を
配

置
し
た
り
付
せ
ん
に
書
い
た
り
す
る

作
業
を「
あ
う
ん
の
呼
吸
」で
分
担
し
、

ス
ム
ー
ズ
な
対
応
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
し
た
。「『
い
ざ
』
と
い
う
時
に
『
ふ

だ
ん
』
が
生
き
る
」
と
い
う
実
例
を
見

せ
て
い
た
だ
き
、
先
生
方
の
底
力
に
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。
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定池 祐季
さだいけ ゆ き

東京大学大学院情報学環
総合防災情報研究センター（CIDIR）
特任助教

剣淵町出身。北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修
了、博士（文学）。北海道大学助教を経て現職。専門は、災
害社会学・防災教育。
北海道南西沖地震を奥尻島で経験、災害復興と地域防災に
関する研究に取り組むほか、各地で防災教育活動を展開して
いる。２０１４年より厚真町防災アドバイザー。

12~1月の防災教育・研修会

厚真高校での防災授業の様子
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一般事務職 ２人募集職種・人数

平成29年４月１日～平成29年９月30日
（ただし、さらに6カ月間延長する場合があります）雇 用 期 間

午前８時30分～午後５時30分までのうちの７時間45分
（ただし、土曜日・日曜日および祝祭日を除く）勤 務 時 間

月額 148,300円賃 金

健康保険法、厚生年金保険法および雇用保険法に基づいて適用社 会 保 険

①厚真町在住の方
②最近離職を余儀なくされ、現在就職活動をされている方
③年齢が満64歳以下の方（ただし、性別は問いません）
④雇用期間中、積極的に就職活動をする意欲のある方
⑤簡単なパソコン操作のできる方（ワード、エクセルなど）

応 募 資 格

履歴書を役場総務課総務人事グループへ提出してください。
※原則として窓口受付としますので、ご面倒でも役場までお越しください。応 募 方 法

平成29年２月28日（火）まで応 募 期 限

面接を行います。日時については後日通知します。選 考

町では、昨年に引き続き雇用創出事業を実施します。
その一環として、厚真町臨時職員（一般事務）を雇用しますので、
条件等を確認のうえ担当窓口に履歴書を提出してください。

総務課総務人事グループ ☎２７－２３２２

厚真町臨時職員（事務職）を募集します

◆落氷雪事故の発生が懸念されるような沿道建物等については、雪止めを設置するようにしましょう。
◆既に雪止めが設置されている場合であっても、針金等のさび、老朽化等による破損が原因で落氷雪事故
が発生することもあるため、必ず点検し、破損等が発見された際は早急に修繕するようにしてください。

◆落氷雪事故は、気温がマイナス３℃からプラス３℃程度のときに発生しやすいという特徴があるため、
早めに除雪するとともに、除雪の際には、歩行者や遊んでいる子どもなどに十分注意するようにしてく
ださい。

◆落氷雪があった場合は、ただちに事故がないか確認するとともに、歩行者の通行の支障にならないよう
に排除してください。

◆交通事故および交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにしてく
ださい。

◆軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分注意するようにしてください。
◆軒下や道路では、絶対に子どもを遊ばせないようにしてください。
◆ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量でも危険なため、早めに付着した氷雪の除去を行うよ
うにしてください。また、落氷雪の除去の際には、歩行者への十分な安全対策を行うようにしてくださ
い。

毎年冬になると、沿道の建物等からの落氷雪による死傷事故が多く発生しています。
皆さんも、冬期間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬期間の通行を円滑にし、
事故を無くするため、特に次のことにご注意をお願いします。

北海道開発局・厚真町・北海道・北海道警察

屋根からの落氷雪事故などに気をつけましょう


